
○
外
務
委
員
会

条
約
（
二
件
）

（
衆
）

は
提
出
時
の
先
議
院

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

１

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
の
締

結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

衆

六
二
、
七
、
一
七

六
二
、
八
、
二
五

六
二
、
八
、
二
七

承
　
　
認

　
六
二
、
〈
、
二
八

承
　
　
認

六
二
、
七
、
二
三

六
二
、
八
、
二
一

承
　
　
認

　
六
二
、
八
、
二
五

承
　
　
認

1
0
8
国
会
2

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及

び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
カ
ナ
ダ
政

府
と
の
間
の
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る

の
件

（
衆
）

六
二
、
三
、
六

六
二
、
八
、
二
五

　
六
二
、
八
、
二
八

承
　
　
認

六
二
、
八
、
二
七

承
　
　
認

六
二
、
七
、
六

六
二
、
八
、
二
一

承
　
　
認

　
六
二
、
八
、
二
五

承
　
　
認

百
八
回
国
会

　
衆
　
　
継
　
　
続

内
閣
提
出
法
律
案

（
一
件
）

（
衆
）
は
提
出
時
の
先
議
院

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

1
0
8
国
会

　
6
3

国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
案

（
衆
）

六
二
、
三
、
一
六
六
二
、
八
、
二
〇

　
六
二
、
八
、
二
五

可
　
　
決

　
六
二
、
八
、
二
六

可
　
　
決

六
二
、
七
、
六

　
六
二
、
八
、
一
九

可
　
　
決

　
六
二
、
八
、
二
〇

可
　
　
決

百
八
回
国
会

　
衆
　
　
継
　
　
続



本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

衆
へ
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

1
0
8
国
会
3
　

国
際
開
発
協
力
基
本
法
案

中
西
珠
子
君

外
　
二
　
名

　
　
（
六
二
、
五
、
二
一
）

六
二
、
五
、
二
一

継
　
続
　
審
　
査

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認

を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
号
）

要
旨

　
　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
は
、
「
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般

　
協
定
」
（
ガ
ッ
ト
）
の
下
で
行
わ
れ
た
東
京
ラ
ウ
ン
ド
の
成
果
の
一

　
つ
で
あ
り
、
政
府
調
達
に
係
る
法
令
等
に
つ
い
て
、
他
の
締
約
国
の

　
産
品
及
び
供
給
者
に
対
し
内
国
民
待
遇
及
び
無
差
別
待
遇
を
与
え
、

　
ま
た
、
協
定
の
適
用
さ
れ
る
政
府
調
達
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
公
開

　
入
札
ま
た
は
選
択
入
札
手
続
を
と
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
。
我

　
が
国
は
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
に
同
協
定
を
受
諾
し
て
い
る
。

　
　
こ
の
改
正
議
定
書
は
、
同
協
定
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
政

府
調
達
に
関
す
る
委
員
会
に
お
い
て
、
政
府
調
達
手
続
の
透
明
性
を

一
層
高
め
、
国
際
的
な
競
争
の
機
会
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
と
の
認
識
の
下
に
交
渉
が
行
わ
れ
た
結
果
、
本
年
二
月
に
作
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
産
品
の
購
入
に
よ
る
政
府
調
達
に
加
え
て
、
産
品
の
借
り
入
れ

　
に
よ
る
政
府
調
達
を
協
定
の
適
用
範
囲
に
含
め
る
。

二
、
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
の
最
低
価
額
を
十
五
万
特
別

　
引
出
権
（
Ｓ
Ｄ
Ｒ
）
か
ら
十
三
万
特
別
引
出
権
（
約
二
千
四
百
四

　
十
万
円
）
に
引
き
下
げ
る
。

三
、
先
進
締
約
国
が
開
発
途
上
締
約
国
の
要
請
に
応
じ
て
与
え
る
技

　
術
援
助
に
、
ガ
ッ
ト
の
公
用
語
（
英
語
、
仏
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
）

　
を
用
い
て
資
格
の
審
査
書
類
及
び
入
札
書
を
翻
訳
す
る
こ
と
を
含



　
め
る
。

四
、
調
達
機
関
は
、
特
定
の
調
達
の
仕
様
の
準
備
に
利
用
し
得
る
助

　
言
を
当
該
調
達
に
商
業
上
の
利
益
を
有
す
る
可
能
性
の
あ
る
企
業

　
に
対
し
求
め
ま
た
は
当
該
企
業
か
ら
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

五
、
入
札
書
の
提
出
期
限
を
、
調
達
計
画
の
公
示
ま
た
は
入
札
の
招

　
請
状
の
発
出
後
「
三
十
日
」
以
上
か
ら
、
「
四
十
日
」
以
上
に
延

　
長
す
る
。

六
、
落
札
者
の
決
定
は
、
入
札
説
明
書
に
記
載
さ
れ
た
落
札
基
準
及

　
び
基
本
的
要
件
に
従
つ
て
行
う
。

七
、
落
札
に
係
る
情
報
は
、
適
当
な
出
版
物
に
よ
り
落
札
の
決
定
の

　
後
六
十
日
以
内
に
公
示
す
る
。

八
、
落
札
者
と
さ
れ
な
か
つ
た
入
札
者
に
対
し
て
落
札
に
係
る
情
報

　
を
通
知
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
次
ペ
ー
ジ
参
照

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の

た
め
の
日
本
国
政
府
と
カ
ナ
ダ
政
府
と
の
間
の
条
約
の
締
結
に
つ
い
て

承
認
を
求
め
る
の
件
（
第
百
八
回
国
会
閣
条
第
二
号
）

要
旨　

我
が
国
と
カ
ナ
ダ
と
の
間
に
は
一
九
六
四
年
（
昭
和
三
十
九
年
）

九
月
に
署
名
さ
れ
た
租
税
条
約
が
あ
る
が
、
一
九
八
四
年
（
昭
和
五

十
九
年
）
二
月
に
カ
ナ
ダ
側
よ
り
改
正
の
提
案
が
あ
つ
た
の
を
機
に
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
条
約
等
を
踏
ま
え
て
同
条
約
を
全
面
的
に
改
正
す

る
こ
と
と
し
、
交
渉
が
行
わ
れ
た
結
果
、
昨
年
五
月
七
日
に
東
京
に

お
い
て
こ
の
条
約
の
署
名
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
主
な
内
容

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
事
業
所
得
に
つ
い
て
は
、
企
業
が
相
手
国
内
に
支
店
等
の
恒
久

　
的
施
設
を
有
す
る
場
合
に
限
り
、
か
つ
、
当
該
恒
久
的
施
設
に
帰

　
せ
ら
れ
る
所
得
に
つ
い
て
の
み
相
手
国
に
お
い
て
課
税
さ
れ
る
。

二
、
船
舶
ま
た
は
航
空
機
を
国
際
運
輸
に
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
生

　
ず
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
相
手
国
の
租
税
が
免
除
さ
れ
る
。

三
、
配
当
、
利
子
及
び
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
源
泉
地
国
の
税
率
が

　
制
限
さ
れ
る
。

四
、
短
期
滞
在
者
、
学
生
、
事
業
修
習
者
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
一



　
定
の
条
件
の
下
に
滞
在
地
国
の
租
税
が
免
除
さ
れ
る
。

五
、
文
化
交
流
の
た
め
の
両
国
政
府
間
の
特
別
の
計
画
に
基
づ
く
活

　
動
に
よ
る
芸
能
人
等
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
相
手
国
の
租
税
が
免

　
除
さ
れ
る
。

六
、
二
重
課
税
の
排
除
の
方
法
は
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
外
国
税

　
額
控
除
方
式
と
し
、
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
外
国
子
会
社
か
ら
の

　
配
当
に
つ
い
て
は
外
国
所
得
免
除
方
式
、
そ
れ
以
外
の
所
得
に
つ

　
い
て
は
外
国
税
額
控
除
方
式
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
条
約
二
件
に
つ
き
ま
し
て
、
外
務

　
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
「
カ
ナ
ダ
と
の
租
税
条
約
」
は
、
現
行
条
約
を
全
面
改
正

　
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
事
業
所
得
に
対
す
る
相
手
国
の
課
税
基

　
準
、
投
資
所
得
に
対
す
る
源
泉
地
国
の
課
税
軽
減
、
二
重
課
税
の
排

　
除
方
法
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
次
に
、
「
政
府
調
達
協
定
の
改
正
議
定
書
」
は
、
現
行
協
定
に
つ

　
い
て
、
政
府
調
達
の
適
用
範
囲
の
拡
大
、
入
札
手
続
の
改
善
、
落
札

　
に
係
る
情
報
の
公
示
等
の
改
正
を
加
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
、
会
議
録
に
よ
つ
て
御
承
知
願

い
ま
す
。

　
昨
二
十
七
日
質
疑
を
終
え
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本

共
産
党
の
立
木
委
員
よ
り
、
両
件
に
つ
い
て
反
対
す
る
旨
の
意
見
が

述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
両
件
は
い
ず
れ
も
多
数
を
も
つ
て
承
認

す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
案
（
第
百
八
回
国
会
閣
法
第

六
三
号
）

要
旨　

こ
の
法
律
案
は
、
海
外
の
地
域
、
特
に
開
発
途
上
に
あ
る
海
外
の

地
域
に
お
け
る
大
規
模
な
災
害
に
対
し
、
緊
急
の
援
助
活
動
を
行
う

人
員
を
国
際
緊
急
援
助
隊
と
し
て
派
遣
す
る
に
当
た
つ
て
の
根
拠
、

手
続
等
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
緊
急
援
助
体
制
を
整
備

し
、
も
つ
て
国
際
協
力
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
際
緊
急
援
助
隊
は
、
（
一
）
救
助
活
動
、
（
二
）
防
疫
活
動
を
含
む
医

　
療
活
動
、
（
三
）
災
害
応
急
対
策
及
び
災
害
復
旧
の
た
め
の
活
動
を
行



　
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

二
、
海
外
の
地
域
、
特
に
開
発
途
上
に
あ
る
海
外
の
地
域
に
お
い
て

　
大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
、
被
災
国
政
府
等
よ
り
国
際
緊
急
援
助

　
隊
の
派
遣
要
請
が
あ
つ
た
場
合
、
外
務
大
臣
は
、
派
遣
が
適
当
で

　
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
（
警
察
庁
等
十
六
省
庁
）

　
の
長
及
び
国
家
公
安
委
員
会
と
協
議
を
行
う
。

三
、
協
議
に
基
づ
き
、
関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
そ
の
職
員
に
国
際

　
緊
急
援
助
活
動
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
協
議
に
基
づ
く
国
家
公
安
委
員
会
の
指
示
を
受
け
た
都
道
府
県

　
警
察
は
、
そ
の
職
員
に
国
際
緊
急
援
助
活
動
を
行
わ
せ
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

五
、
協
議
に
基
づ
く
消
防
庁
長
官
の
要
請
を
受
け
た
市
町
村
（
東
京

　
都
及
び
市
町
村
の
消
防
の
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
）
は
、
そ
の
消

　
防
機
関
の
職
員
に
国
際
緊
急
援
助
活
動
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

六
、
外
務
大
臣
は
、
国
際
協
力
事
業
団
に
対
し
、
国
、
地
方
公
共
団

体
の
職
員
そ
の
他
の
人
員
を
国
際
緊
急
援
助
隊
と
し
て
派
遣
す
る

　
よ
う
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
、
国
際
緊
急
援
助
隊
は
、
外
務
大
臣
の
調
整
の
下
に
、
被
災
国
政

　
府
等
の
要
請
を
十
分
に
尊
重
し
て
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
、
国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
及
び
こ
れ
に
必
要
な
業
務
は
、
国
際

　
協
力
事
業
団
が
行
う
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
国
際
緊
急
援
助
隊
の
派
遣
に
関
す

　
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
外
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と

　
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
こ
の
法
律
案
は
、
我
が
国
が
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
国
際
緊
急
援

　
助
体
制
を
一
層
整
備
す
る
た
め
、
海
外
の
地
域
、
特
に
開
発
途
上
地

　
域
に
お
け
る
大
規
模
な
災
害
に
対
し
、
国
際
緊
急
援
助
隊
を
派
遣
す

　
る
に
当
た
つ
て
の
根
拠
、
手
続
等
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

　
あ
り
ま
す
。
援
助
隊
の
任
務
、
派
遣
に
当
た
つ
て
の
外
務
大
臣
と
関

　
係
行
政
機
関
の
長
と
の
協
議
、
都
道
府
県
警
察
、
市
町
村
消
防
等
の

　
援
助
隊
へ
の
協
力
、
国
際
協
力
事
業
団
に
よ
る
援
助
隊
の
派
遣
等
の

　
措
置
に
つ
い
て
規
定
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
国
際
緊
急
援
助
活
動
の
充
実
、
援
助

　
隊
へ
の
自
衛
隊
の
参
加
問
題
、
援
助
隊
の
派
遣
と
国
際
紛
争
と
の
関

　
係
、
援
助
活
動
参
加
者
の
補
償
問
題
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま

　
し
た
が
、
詳
細
は
会
議
録
に
よ
つ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
　
昨
二
十
五
日
質
疑
を
終
え
、
別
に
討
論
も
な
く
、
採
決
の
結
果
、



本
案
は
全
会
一
致
を
も
つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定

い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
案
に
対
し
、
国
際
緊
急
援
助
体
制
の
一
層
の
整
備
充
実
、

援
助
活
動
参
加
者
の
安
全
確
保
と
災
害
補
償
に
対
す
る
配
慮
、
国
際

緊
急
援
助
活
動
の
当
委
員
会
へ
の
報
告
等
に
つ
い
て
、
政
府
の
配
慮

を
要
請
す
る
附
帯
決
議
案
が
、
自
由
民
主
党
、
日
本
社
会
党
・
護
憲

共
同
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
民
社
党
・
国
民
連
合
、
新
政
ク
ラ
ブ

各
会
派
の
共
同
提
案
と
し
て
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
つ
て
委
員

会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
の
で
申
し
添
え
ま
す
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




